
第２２期 第２７回 筑前海区漁業調整委員会議事概要 

 

１．日 時  令和６年２月１３日（火）１３：４９～１５：１４ 

 

２．場 所  福岡県庁 漁業調整委員会室（福岡市博多区東公園７番７号）  

福岡市漁業協同組合唐泊支所（福岡市西区大字宮浦２７３－１２） 

 

３．出席者 

  筑前海区漁業調整委員会 委員      ９名 

 

４．臨席者 

  福岡県農林水産部水産局漁業管理課    ２名 

     〃     水産振興課    ３名 

  筑前海区漁業調整委員会事務局      ３名 

  福岡県漁業協同組合連合会        １名 

   

５．議題及び議決内容 

（１）特定水産資源の福岡県知事管理漁獲可能量の設定について（諮問） 

（説明）   

水産振興課から資料１に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

  委員：目安数量以内に必ず収めなければならないということではないということだが、

全国で漁獲量が積み上がり自粛要請等が見込まれる場合には、早めの対応をお

願いしたい。 

（審議結果） 

諮問内容のとおり知事管理漁獲可能量を設定することが適当であると答申することを

決定した。 

（２）水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画について 

（諮問） 

（説明）   

水産振興課から資料２に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

委員：いくつかの魚種で放流数量目標が前回より低い理由は。 

水産振興課：財政的な理由等により種苗放流の要望が減っている。 

（審議結果） 

  諮問内容のとおり基本計画を制定することが適当であると答申することを決定した。 

（３）山口、福岡両県いかつり漁業に関する覚書について（協議） 

（説明）   

漁業管理課から資料３に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

委員： 覚書については現行の内容で更新するが、Ｂ線を東に動かすよう引き続き協議

していく必要があると考える。 



（審議結果） 

原案のとおり承認され、響灘連合海区漁業調整委員会に臨むこととなった。 

（４）しいら漬け漁業の調整に関する覚書について（協議） 

（説明）   

漁業管理課から資料４に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

  なし 

（審議結果） 

  原案のとおり承認され、響灘連合海区漁業調整委員会に臨むこととなった。 

（５）かます流しさし網漁業の許可方針について（協議） 

（説明）   

漁業管理課から資料５に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

  なし 

（審議結果） 

関係機関の承認を待って引き続き委員会で協議することとなった。 

（６）海面利用協議会の結果について（報告） 

（説明）   

漁業管理課から資料６に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

委員：保護区域目印の設置とは。 

漁業管理課：保護区域がわかるよう定置漁具の標識とは別にブイ等で示すもの。 

（７）小型定置網漁業の保護に係る委員会指示の改廃について（協議） 

（説明）   

漁業管理課から資料７に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

  なし 

（審議結果） 

原案の内容でパブリックコメントを実施し、意見がなければ委員会指示を発出、意見が

あれば再度審議することとした。 

（８）定置網漁業の保護に係る委員会指示について（協議） 

（説明）   

漁業管理課から資料８に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 

  なし 

（審議結果） 

原案の内容でパブリックコメントを実施し、意見がなければ委員会指示を発出、意見が

あれば再度審議することとした。 

（９）第２２期第３回筑肥連合海区漁業調整委員会について（報告） 

（説明）   

漁業管理課から資料９に基づき説明がなされた。 

（主な審議や意見） 



  なし 

（１０）その他 

  特になし 

 


